
国分川水系（中央東土木管内）
流域での取組と検討事項
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流域治水の基本的な考え方

ためる

とどめる
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従来型治水
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流域治水に係る対策

１ 洪水を安全に「ながす」対策
（１）河川整備の推進【高知県】
（２）適切な河川等の維持管理【高知県】
（３）内水排除【南国市・香美市】

２ 流域で雨水を「ためる」対策
（１）ダムにおける事前放流の実施【四国電力】
（２）森林の保全・整備【森林整備ｾﾝﾀｰ、高知県、流域関係者】
（３）農地の保全・整備【高知県、南国市、香美市】

３ 氾濫を一定の地域に「とどめる」対策
（１）ため池の防災工事及び維持管理【高知県、南国市】

４ 水害に「そなえる」対策
（１）土地利用の検討【高知県、南国市、香美市】
（２）水位計・カメラの設置、水位情報及び土砂災害警戒情報等の提供【高知県】

（３）避難の判断に必要な情報の提供【高知県、香美市】
（４）洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域の指定、公表【高知県】
（５）洪水、土砂災害ハザードマップの作成、公表、周知【南国市、香美市】
（６）安全な避難のための取組・防災教育【高知県、南国市、香美市、流域関係者】
　　　（要配慮者利用施設避難確保計画の作成の促進、防災学習・避難訓練の実施、洪水避難ビルの指定促進）

（７）発災時の応急措置及び発災後の早期復旧のための取組【国、高知県、南国市、香美市】
　　　（防災拠点と緊急輸送ルートの確保、災害時の支援協定、防災備蓄倉庫の設置）

（８）堰の操作規定、運用方法についての検討【高知県、南国市、高知市、流域関係者】
（９）家屋倒壊等はん濫想定区域内の避難の在り方検討【高知県、南国市】
（１０）氾濫域が他河川と重複する範囲での流域治水

ためる

とどめる

そなえる

従来型治水
（ながす）

イメージ図
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土生川　河川改修（高知県）

事業の概要

ながす

引用：H29国分川水系河川整備計画

改修について、調査検討中
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舟入川　河川改修（高知県）

事業の概要

ながす

引用：H29国分川水系河川整備計画

改修について、調査検討中
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明見川　河川改修（高知県）

事業の概要

ながす

引用：H29国分川水系河川整備計画

改修について、調査検討中
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河川維持管理（高知県） ながす

洪水の流下に支障を及ぼす土砂の撤去を毎年度実施。
局所洗堀や土砂の再堆積が懸念される箇所等の重点的な河川巡視やモニタリングを実施し、適切な河川管理に努める。

【国分川】
浚渫前 浚渫後

【笠ノ川】
浚渫前 浚渫後 浚渫後

【土生川】
浚渫前

浚渫後浚渫前
【領石川】
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下水道事業による内水排除（香美市） ながす

土生川

横
堀
雨
水
幹
線

戸板島排水区
（物部川流域）

中央排水区
（土生川流域）

物部
川

中 央 雨 水 幹 線

戸
板
島
雨
水
幹
線

凡例

事業計画区域

排水区域界

雨水管渠（幹線）

国分川

香美市では土佐山田地区市街地における浸水被害を解消するため、分流式下水道による雨水管渠の整備を行っています。

栄町排水区

浸水対策下水道事業概要
○雨水幹線管渠の整備（～令和3年度）
令和3年度までに幹線整備が完了します。

○浸水シミュレーションの実施（令和4年度）
内水浸水想定区域を可視化し、効果的な浸水対策方法の検討を行います。

○老朽化管路の修繕・改築（将来）
ストックマネジメント計画に基づき、順次修繕・改築を行います。

楠目排水区
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ダムの治水協定（四国電力） ためる

1 早明浦ダム 水資源機構
2 大橋ダム 四国電力
3 長沢ダム 四国電力
4 大森川ダム 四国電力
5 穴内川ダム 四国電力
6 稲村ダム 四国電力
7 永瀬ダム 高知県河川
8 吉野ダム 高知県企業局
9 杉田ダム 高知県企業局
10 大渡ダム 国交省
11 桐見ダム 高知県河川
12 筏津ダム 四国電力
13 中筋川ダム 国交省
14 横瀬川ダム 国交省
15 初瀬ダム 四国電力
16 津賀ダム 四国電力
17 鏡川 鏡ダム 高知県河川
18 松田川 坂本ダム 高知県河川
19 香宗川 鎌井谷ダム 高知県河川
20 以布利川 以布利川ダム 高知県河川
21 伊尾木川 伊尾木川ダム 四国電力
22 国分川 休場ダム 四国電力
23 魚梁瀬ダム 電源開発
24 久木ダム 電源開発
25 平鍋ダム 電源開発

水系 ダム名 管理者

物部川

仁淀川

渡川

奈半利川

吉野川
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〇国分川流域市町村には、民有林5.6万ha、国有林1.4万ha、計7.0万ha（うち人工林4.3万ha）の森林（流域市町村の土地面積の約72％）が存在。
（注：国分川流域に国有林は存在しないが、流域の所在する南国市、香美市及び高知市の国有林面積を計上。）

〇これまでの５年間において、植林や間伐などの森林整備事業を2,934ha、渓間工27箇所、山腹工10.26haの治山事業を実施。
〇森林は山地災害防止機能や水源かん養機能等の公益的機能を有しており、この機能の適切な発揮に向け森林整備・保全の実施が重要。

国分川流域の森林の整備・保全に向け、関係機関と連携し森林整備及び治山事業を計画的に実施し、樹木の生長や下層植生の繁茂を促し森林
土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。

Ⅰ 森林の有する機能について

Ⅱ これまでの実施状況（過去5年間の実績）

Ⅲ 森林の整備・保全
１．持続可能な森林経営

森林の持つ多面的機能を将来にわたって発
揮させていくためには、適切な森林の経営管
理により、豊かな人工林資源を「伐って、使っ
て、植える」という形の循環利用が必要。

２．森林施業による土砂流出抑制効果等

森林整備により下層植生を繁茂させ、降雨に
伴う土壌流出を抑制。

H28 H29 H30 R元 R2 計

森林整備事業 552 465 574 694 649 2,934

治山事業 渓間工 3 5 5 5 9 27

山腹工 0.87 3.80 3.68 0.92 0.99 10.26

※ 高知県の森林・林業・木材産業及び四国森林管理局業務資料より
※ 国分川流域に係る高知県の市町村内の実績を計上

（単位：ha、渓間工は箇所）

◆森林の整備・保全を行う機関と事業◆
(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター 高知水源林整備事務所：水源林造成事業
高知県：造林事業、木材安定供給推進事業、緊急間伐総合支援事業、山地治山事業、水源地域等保安林

整備事業、山地防災事業等
市町村：森林環境譲与税を活用する事業等

※ 出典：林政審議会（林野庁）資料

針広混交林 育成複層林

水源林の整備

（実施前） （実施後）

間伐植林

治山事業

※ 出典：林野庁ホームページ

渓間工

森林における対策（高知県、森林整備センター） ためる



ためる
〇南国市 〇香美市

引用：森・ヒト・こうち応援ネット 

森林の保全・整備（流域関係者） ためる
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農業における対策（高知県）

Ⅰ　これまでの取り組み実績について（流域内）

Ⅱ　今後の取り組みについて（県下全域）

※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地

〇農地の整備済面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）
基盤整備事業 令和元年度まで

流域のほ場整備面積 726

年度 H27 H28 H29 H30 R元 ・ Ｒ5(目標)

取組面積 8,940 9,339 9,253 9,437 9,211 ⇒ 9,800

組 織 数 318 334 331 341 333 ⇒ -

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 ・ Ｒ5(目標)

整備済面積 10,014 10,029 10,046 10,067 10,092 ⇒ 10,331

単年度整備 10.2 14.9 17.2 21.0 25.2 ⇒ 81.0

〇農地の整備済面積及び単年度整備面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

多面的機能支払交付金 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元
取組面積(活動組織数) 65(21) 73(21) 73(21) 79(21) 77(20)

※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地※１組織は交付面積の一部が流域エリアに含まれる

ためる
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〇基盤整備の推進
•土地条件（形状や排水等）が悪い農地は耕作者から敬遠されるため、
耕作の放棄が増加
⇒地形条件や地域のニーズに応じた農地の整備を実施し、効率的な営農
を行うことで農地を保全

•農業水利施設の整備により、新たな湛水被害等を防止

〇多面的機能支払交付金の実施面積の拡大、活動の充実化
•農地として管理し、耕作放棄の発生を抑制
•多面的機能（水源の涵養など）を維持
•田んぼダムの検討（取組にあたっての課題整理、住民の意識醸成等）

〇国土の保全、水源の涵養（かんよう）などの多面的機能を発揮するには、農地を保全する　
ことが必要
〇そのため、農地の整備などの基盤整備や地域の住民主体による農業用施設の適正管理等を
推進することにより、耕作放棄を抑制し、農地を維持
＜高知県における農地の現状＞
　農振農用地29,854ha　耕地面積27,000ha　水田面積20,400ha　水稲作付面積11,400ha
※令和元年データ



農業における対策（南国市） ためる

〇国土の保全、水源の涵養（かんよう）などの多面的機能を発揮するには、農地を保全するこ
とが必要

〇そのため、国営ほ場整備事業などの基盤整備や地域の住民主体による農業用施設の適正管理
等を推進することにより、耕作放棄を抑制し、農地を維持

＜南国市における農地の現状＞

　農振農用地　2,903ha　耕地面積2,510ha　水田面積2,280ha　

Ⅰ　今後の取り組みについて（南国市全域）

〇基盤整備の推進

• 土地条件（形状や排水等）が悪い農地は耕作者から敬遠されるため、耕作放棄地が増加
⇒国営ほ場整備事業（市内15工区）による農地の整備を実施し、効率的で高収益な営農を行う

ことで農地を保全

• 農業水利施設の整備により、新たな湛水被害等を防止

〇ため池洪水調整機能の活用

•地元水利関係者の協力を得た上で、ため池の低水管理により、洪水時の調整機能を発揮

〇多面的機能支払交付金の実施面積の拡大、活動の充実化

•農地として管理し、耕作放棄地の発生を抑制

•多面的機能（水源の涵養など）を維持
•田んぼダムの検討（取組にあたっての課題整理、住民の意識醸成等）

〇農地の整備済面積及び単年度整備面積（単位:ha）

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 ・ Ｒ5(目標)

整備済面積 331 331 331 331 331 ⇒ 369.2

単年度整備 0 0 0 0 0 ⇒ 14.4

〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

年度 H27 H28 H29 H30 R元 ・ Ｒ5(目標)

取組面積 1,096 1,096 1,064 1,064 1,040 ⇒ 1,055

組 織 数 28 29 30 30 29 ⇒ 30
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※Ｒ５(目標)は、国営ほ場整備事業に伴い増加の見込み



農業における対策（香美市） ためる

〇国土の保全、水源の涵養（かんよう）などの多面的機能を発揮するには、農地を保全するこ
とが必要

〇そのため、農地の整備などの基盤整備や地域の住民主体による農業用施設の適正管理等を推
進することにより、耕作放棄を抑制し、農地を維持

＜香美市における農地の現状＞

　農振農用地2,590ha　耕地面積1,700ha　水田面積1,350ha　水稲作付面積606ha

Ⅰ　今後の取り組みについて（香美市全域）

〇基盤整備の推進

• 土地条件（形状や排水等）が悪い農地は耕作者から敬遠されるため、耕作放棄地が増加
⇒地形条件や地域のニーズに応じた農地の整備を実施し、効率的な営農を行うことで農地を保全

• 農業水利施設の整備により、新たな湛水被害等を防止
〇ため池洪水調整機能の活用

•地元水利関係者の協力を得た上で、ため池の低水管理により、洪水時の調整機能を発揮

〇多面的機能支払交付金の実施面積の拡大、活動の充実化

•農地として管理し、耕作放棄地の発生を抑制
•多面的機能（水源の涵養など）を維持

•田んぼダムの検討（取組にあたっての課題整理、住民の意識醸成等）

〇農地の整備済面積及び単年度整備面積（単位:ha）

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 ・ Ｒ5(目標)

整備済面積 510 510 510 510 510 ⇒ 529

単年度整備 0 0 0 0 0 ⇒ 19.9

〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

※令和２年データ

年度 H27 H28 H29 H30 R元 ・ Ｒ5(目標)

取組面積 292 322 350 467 439 ⇒ 524

組 織 数 13 16 16 24 24 ⇒ -
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毘沙門池

項目 備考

防災工事
・全面改修は県が、部分改修は南国市が行う。
・地元調整等は南国市が行う。

防災点検 ・管理者及び南国市が年1回ため池の現状を確認。
・異常が確認された場合は県が立会を行い、対策を検討。

防災重点農業用ため池の防災工事及び維持管理（高知県・南国市）
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定林寺上池

定林寺下池

新池下

新池上

神社池

：防災工事箇所

（予定含む）

南国市 香美市

とどめる



【都市計画区域等】

　高知広域都市計画区域Ａ=29,774ha（うち市街化区域Ａ=6,190ha、市街化調整区域Ａ=23,584ha）

　高知市分、南国市分　都市計画区域Ａ=23,418ha（うち市街化区域Ａ=5,612ha、市街化調整区域Ａ=17,806ha）

　立地適正化計画A＝23,418ha、都市機能誘導区域A=647ha、居住誘導区域A=4,804ha

【まちづくり方針】

　「南海トラフ地震」に備える安全・安心のまちづくり、都市の活力を高めるにぎわいと魅力あるまちづくり、地域のつながりを大切にす
るコンパクトなまちづくり、人やものが行きかう暮らしを支えるまちづくり、歴史・文化など都市の個性を活かした風格のあるまちづくり、
人とまちと自然が共生する持続可能なまちづくり

【国分川に関する取組み】

・平地の多くが水害を受け、特に布師田地区では国分川の氾濫により、家屋・事業所や農作物に大きな被害を受けましたが、護岸工事など　　
総合的な治水対策が完了している河川である。

・市民の憩いの場として、自然を大切に守り育んでいき、幹線道路沿いにおいて、南海トラフ地震による長期浸水対策として、地区計画を
活用した自然環境と調和した産業団地の立地を図り、産業振興と良好な自然環境の保全。

主な都市施設
・都市計画道路
・駅前広場
・都市高速鉄道
・都市計画公園
・緑地
・下水道など

国分川水系における都市計画の取組について そなえる
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土地利用の検討（香美市） そなえる

■市街化区域
　市街化区域は、優先的な市街化の促進と併せて健全な都市
形成を行う区域で、生活サービスや公共サービスの持続に向
けて一定の人口密度が必要です。用途に即した住宅、商業、
工業等の土地利用の誘導を図ります。

　また、空き地や低未利用地については、移住・定住やにぎ
わいづくりなどに向けて土地の利活用を促すとともに、空き
家については情報を収集し、空き家バンク等を通じて移住希
望者に発信できる仕組みを構築します。

■市街化調整区域

■都市計画区域外

　市街化調整区域は、市街化を抑制する地域であり、乱開発
を防止するため、住宅や商業、工業施設など原則建築するこ
とが出来ない区域です。

　しかし、まとまった集落が既に形成されていることからコ
ミュニティの維持に向けた土地利用を検討します。

　「地域コミュニティエリア」及び「既存集落エリア」では、
空き家バンクへの登録を前提とした空き家の活用や、多様な
ニーズに対応した居住誘導施策を検討します。

　「産学連携・研究学園交流エリア」においては、住宅、宿
泊施設、商業施設等の立地誘導に向けた方策を検討します。

　「産業地区計画検討エリア」では、産業振興、雇用の創出
等に向けて、地区計画制度を活用した新たな商業施設、工場
等の立地を推進します。

　「地域拠点エリア」「集落エリア」においては、コミュニ
ティの維持に欠かせない、生活環境の保全を図ります。

　「自然環境保全ゾーン」「自然ふれあいエリア」「清流保
全エリア」においては、森林法、自然公園法等を遵守し、一
体的な保全を図ります。

　「田園環境ゾーン」は、圃場整備、農道整備等の農業基盤
整備を図るとともに、遊休地の拡大を防ぐことで、農業環境
の保全を図ります。

引用：香美市都市計画マスタープラン
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水位計・河川監視カメラの設置（高知県） そなえる

引用：高知県水防観測情報 18



高知県防災アプリの活用（高知県）

▼気象情報や避難情報、河川水位や土砂災害の危険度など避難の判断に必要な情報を自動的にプッシュ通知。
▼カメラ機能では、24時間前から現在までの河川水位の変化などを確認可能。
▼防災マップ機能では、開設された避難所の位置やハザードマップ、避難所までのルートなどの確認が可能。
▼グループ機能で家族や近所の方を登録しておけば、自分の安全を知らせたり、ＳＯＳを発信することが可能。
▼幅広い年代が使用できるよう、各年代に合わせた「一般モード」、「ジュニア（こども）モード」、「シニア
（高齢者）モード」の切替機能あり。

高知県防災アプリ

そなえるそなえる
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　災害の発生やその恐れがある場合に、
市域にいる市民等の携帯電話に避難情報
を一斉に配信しています。

　防災行政無線で放送した避難情報や避難所
に関する情報やその他災害情報を文字または
音声により配信しています。

　このメールは、市外にいても配信されます
が、配信サービスを受けるには事前に登録手
続きが必要です。

防災メール配信システム（香美市）

●緊急速報メール（エリアメール）

●香美市防災メール（登録制メール）

そなえる

～ 配信情報(緊急速報メール）～

気象庁：緊急地震速報 等
香美市：避難情報
　　　（高齢者等避難 ・ 避難指示・

　　　　緊急安全確保）等

防災行政無線で放送した情報

～ 配信情報(香美市防災メール）～

20



国分川浸水想定区域図（高知県） そなえる

21



　　防災重点農業用ため池の浸水想定区域図（高知県）

県はため池のある市町村と調整のうえ、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害
を及ぼすおそれがあるものを「防災重点農業用ため池」 に指定している。
防災重点農業用ため池について、ため池が決壊した場合の下流の家屋や公共施設等への浸水による影響範囲を浸水
想定区域図として公表している。

22

国分川水系の池
がよいのでは？

そなえる



土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域（高知県） そなえる

23

○国分川流域を含む南国市・香美市では、土砂災害警戒区域１４２７箇所、土砂災害特別警戒区域１３４
９箇所がある。



ハザードマップ（香美市）

引用：香美市HP

そなえる

※R3年4月現在のハザードマップ 24

現在、香美市ではハザードマップの更新作業中。



土砂災害防止法・水防法への対応（高知県）

（H29水防法及び土砂災害防止法改正）

・　避難確保計画の作成

・　避難訓練の実施

　（H29水防法及び土砂災害防止法改正）

・　浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設を地域防災計画に位置付け

・　洪水、土砂災害ハザードマップの公表

①　H27年1月に「土砂災害防止法」（H13.4施行）が改正され、土砂災害警戒区域の指定に加え、速やかな公表が義務化された。

②　H27年9月関東・東北豪雨の洪水氾濫被害を受けて、H27年11月に「水防法」が改正され、洪水に係る浸水想定区域について、　　
　想定し得る最大規模の降雨を前提とした浸水想定区域の公表が義務化された。

③　H29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために、市町村は、
　浸水想定区域・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設を地域防災計画に位置付ける等が義務化され、また、施設管理者は、避難　
　確保計画の作成等が義務化された。

④　H29年6月、国土交通省は「社会資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会」の答申を
　踏まえ、緊急的に実施すべき事項のうち、概ね5年（H33年度）で取り組む事項について、緊急行動計画として取りまとめた。
　　その中で、令和3年度末までに、対象となる全施設で避難確保計画の作成・避難訓練を実施することが明記された。

「水防法」に基づく浸水想定区域の指定及び公表 「土砂災害防止法」に基づく土砂災害警戒区域の指定及び公表

国

市町村

施設管理者

国 県 県

そなえる
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香美市内の学校で行われる防災教育や、親子参加の授業等に出向き防災教育の一助を担っています。

• ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）

• 避難所での生活とは

• 防災備蓄食料の試食

• 防災マップの作成

• 避難経路の確認

• 防災備蓄倉庫の見学　等

防災教育・防災研修・防災訓練による意識啓発（香美市） そなえる

26



市民の自主的な避難の検討（香美市） そなえる

出典：高知県HP

現在、香美市では避難警戒レベルの変更に伴いハザードマップの更新作業中

27



広域防災拠点施設の整備（高知県）

広域防災拠点とは
災害時における緊急避難場所としてのみでなく、臨時ヘリポートや耐震性非常用貯水槽なども備えた広域的な防災拠点施設。

そなえる

引用：総合防災拠点及び広域医療搬送拠点 28



下水道における対策（高知県）

　大雨・豪雨等の災害発生時に備え、県、16市町村及び関係団
体と下記の３つの協定を締結している。

・災害時における下水道施設を管理する市町村等の相互支援に
　関する協定（県、16市町村）
・災害時における高知県内の下水道終末処理場及びポンプ場の
　復旧支援に関する災害支援協定
　（県、16市町村、日本下水道事業団）
・災害時における高知県内の下水道管路施設の復旧支援に
　関する協定
　（県、16市町村、公益社団法人日本下水道管路管理業協会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（）内は協定締結者を示す

　市町村の下水道担当者を対象に、気象庁（高知地方気象台）
や四国地方整備局（下水道係）などから講師を招き、高知県の
気象特性や防災気象情報、下水道における都市浸水対策の最新
の情報などについての勉強会を平成27年度から年１回程度実
施している。

　県内の下水道において、大雨・豪雨等の災害により被害が生じた施設の早期復旧等を図るため、災害時の支援協定を
締結するなどの対策を行っている。

雨の勉強会実施状況

◆下水道事業を実施している16市町村

　高知市、安芸市、南国市、須崎市、宿毛市、四万十市、香南市、
　香美市、東洋町、芸西村、土佐町、いの町、中土佐町、越知町、
　梼原町、四万十町

※下線部は雨水対策を実施している11市町村を示す

大雨・豪雨等に備える下水道の対策

　中国・四国地方の自治体において、大規模地震やその他災害に
より、被災自治体では対応が困難な下水道施設の災害が発生した
場合に備え、中国地方整備局、四国地方整備局、県（中国・四国
地方）、市（県庁所在地）、日本下水道事業団、公益社団法人日
本下水道協会等の関係機関で、災害時相互支援体制を整備してい
る。

　当ルールに基づき、災害支援連絡会議を年１回開催するととも
に、年２回程度、情報連絡訓練を実施している。

①　災害時の支援協定

②　中国・四国ブロックの下水道事業災害時支援に
　　関するルール

③　雨の勉強会

そなえる
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災害時の支援協定（香美市）

　・香美市では、大規模災害時に備えて、物資の供給や土地の一時利用についての協定を行っています。

　・協定は、香美市と企業等の間で独自に締結することもありますが、高知県が企業等と締結すること

　　もあります。

　・主な災害協定先は、以下のとおりです。（Ｒ3.10月時点の一部抜粋）

協定先 協定内容

高知県医師会 災害時の医療救護

土佐山田ショッピングセンター 災害時の物資供給及び駐車場の一時利用

伊藤園 災害時における救援物資供給

高知県ＬＰガス協会 嶺南支部 災害時のＬＰガス、容器、燃焼器具の供給

四国電力 高知支店 大規模停電発生時の復旧協力

ＮＴＴ西日本 大規模通信障害発生時の復旧協力

イオンリテール マルナカ　
※県協定

災害時の物資供給及び駐車場の一時利用

そなえる
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防災備蓄倉庫の設置（香美市）

　・災害時に備え、飲料水や非常食、毛布や資機材等を保管する倉庫として、香美市では２か所に防災備　

　　蓄倉庫を整備しています。

　・また、防災備蓄倉庫以外にも香北支所、物部支所にも備えています。

備蓄品（一例）
・アルファ米
・簡易トイレ
・生理用品
・パーテーション
・簡易ベッド
・トイレ用テント
・毛布
・土嚢袋
・スコップ等

そなえる
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参考：第4回物部川水系流域治水P　6P

氾濫域が他河川と重複する範囲での流域治水（国、高知県、南国市）

32

そなえる



33

　堰の操作規定、運用方法についての検討【高知県、南国市、高知市、流域関係者】 そなえる

国分川水系舟入川に設置された市川堰（占用者：大津乙部土地改良区）
について、堰の操作規定、運用方法を検討中。

市川堰

高知市 南国市

明見川

舟入川

藻川

横堀川

舟入川

　堰上流の明見川の状況　左：平常時　右：ゲート開時

明見川
明見川



南国市における国分川流域治水対策
～みんなで守る　みんなで生きる　南国市の国分川流域治水への取組～

⑥家屋倒壊等はん濫想定区域内の
避難の在り方検討

②マイタイムラインの作成

③防災学習会/避難訓練の実施

⑤避難確保計画の作成支援

①洪水ハザードマップの全戸配布

①内水排除対策（明見地区）
①内水排除対策（新川）

④洪水避難ビル指定促進

■ソフト対策
当面の対策
①ハザードマップの全戸配布
②マイタイムラインの作成
③防災学習/避難訓練の実施
④洪水避難ビルの指定促進
⑤要配慮者利用施設の避難確保計画の策定支援
⑥家屋倒壊等はん濫想定区域内に立地する要配慮者利用施設　
　　の避難の在り方（避難基準・避難方法）検討

■ハード対策
①排水路の整備（新川雨水幹線）、雨水ポンプ場（明見地
区）の整備を引き続き実施するとともに、市街化区域におけ
る雨水対策の整備を検討


